
  

甲良町条件付一般競争入札実施要領 

 

平成 23 年 2 月 18 

訓令第 12 号 

 

甲良町が発注する建設工事についての契約に係る条件付一般競争入札(以下

「一般競争入札」という。)については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、

地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)および甲

良町財務規則(平成 8 年甲良町規則第 18 号。以下「財務規則」という。)もし

くは甲良町建設工事等入札執行要領(平成２３年告示第１１号)その他の法令

に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。 

 

(対象工事) 

第 1 条 対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、甲良町建設工事発

注基準(平成２３年告示第１６号。以下「発注基準」という。)による。た

だし、地形地質条件、施工条件等の技術的特性等を勘案して町長が必要と

認めた場合は、甲良町建設工事契約審査会(以下「契約審査会」という。)

に諮り決定する。 

 

(入札の公告) 

第 2 条 一般競争入札に付する対象工事は、財務規則第 188 条の規定に基づ

き公告する。 

 

(入札参加資格要件) 

第 3 条 入札に参加できる者の要件は、発注基準によるもののほか、契約審

査会において決定する。 

 

(技術資料の提出を求める対象者) 

第 4 条 技術資料の提出を求める対象者に必要な資格は、次の事項とする。 

(1) 政令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 

(2) 建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による許可を

有する者で、入札の公告時において有効な甲良町入札参加資格者名簿に

登録されている者およびその者によって構成される共同企業体である

こと。(工事種別を明示することができる。) 

(3) 公告の際に示した条件等に適合する者。 

(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 172 号)に基づく更正手続開始の申し立

てがなされている者または、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基

づく再生手続開始の申し立てがなされている者(更正手続開始の決定を

受けたものを除く。)でないこと。 



  

(5) 対象工事と同種の工事の施工実績があること。 

(6) 対象工事に配置を予定する現場代理人、主任技術者または監理技術者

等が適正であること。 

(7) 滋賀県建設工事等入札参加停止基準(平成 7 年 4 月 1 日制定)第 2 条第

1 項および甲良町建設工事等入札参加停止基準(平成 年甲良町告示第

号)第 2 条第 1 項の措置期間中でないこと。 

(8) 対象工事に係る設計業務等の受託者または当該受託者と資本もしく

は人事面において関連がある建設業者でないこと。 

(9) 共同企業体にあっては、すべての構成員が(1)から(5)まで、(7)およ

び(8)のすべての要件を満たす者であること。 

(10) その他町長が必要と認める事項。 

 

(技術資料の内容) 

第 5 条 技術資料の内容は、次に掲げるものの中から、対象工事の特性等に

応じて町長が選択するものとする。また、町長は技術資料の作成および提

出に係る事項等を記載し公告すること。 

(1) 施工実績 同種または類似の工事の施工実績 

(2) 配置予定の技術者等 

① 配置予定の現場代理人の氏名 

② 配置予定の主任技術者または監理技術者の氏名 

③ 上記①、②の者の対象工事に対応する資格および同種の工事経験等 

(3) (1)の施工実績および(2)の配置予定の技術者等の経験については、工

事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載することができるもの

とする。 

(4) 施工工法、安全対策、環境対策等その他町長が必要と認める事項 

 

(技術資料の提出) 

第 6 条 技術資料は、指定した期日までに指定の方法により提出しなければ

ならない。なお、次の掲げる事項を公告において明らかにすること。 

(1) 技術資料は、指定様式で作成すること。 

(2) 技術資料の作成および提出に係る費用は、提出者の負担とすること。 

(3) 提出期限以降における技術資料の差し替えおよび再提出は認めない

こと。 

(4) 町長は、提出された技術資料を、技術資料の審査以外に提出者に無断

で使用しないこと。 

(5) 提出された技術資料は返却しないこと。 

(6) 技術資料に虚偽の記載をした者は、入札参加停止基準に基づく指名停

止を行うことがある。 

(7) その他町長が必要と認める事項。 



  

(技術資料の審査) 

第 7 条 町長は、提出された技術資料を審査し、入札参加資格の有無を決定

する。 

2 町長は、前項の審査の結果、不適格と認めた者については、その理由を付

して書面にて通知する。 

(工事費積算内訳書の提出) 

第 8 条 入札当日は、対象工事の積算内訳書の提出を求めるものとする。た

だし、町長が認めた対象工事はこの限りでない。 

 

(建設工事以外の準用) 

第 9 条 建設工事以外で一般競争入札を実施する場合は、この要領を準用す

るものとする。 

 

(その他) 

第 10 条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 

付 則 

この要領は、平成２３年４月１日より施行する。 

 


